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予 算 決 算 委 員 会 記 録 

 

令和７年１１月１８日（火曜日） 

  午後 １時１７分開会 

  場所：第１委員会室 

 

１．本日の会議に付した案件 

 １．令和７年第７回玉名市議会臨時会付託案件 

  議第９３号 専決処分事項の承認について 

専決第１６号 令和７年度玉名

市一般会計補正予算（第７号） 

 

２．出席委員（２１名） 

 委  員  長    松 本 憲 二 君 

 副 委 員 長    吉 田 憲 司 君 

 委     員    緒 方 亜利沙さん 

 委     員    右 田 憲 吾 君 

 委     員    江 田   剛 君 

 委     員    梅 田 政次郎 君 

 委     員    坂 西 麻 由 さん 

 委     員    田 中 美 鈴 さん 

 委     員    西 村   太 君 

 委     員    大 野 豊 重 君 

 委     員    中 村 慎 吾 君 

 委     員    田 浦 敏 晴 君 

 委     員    山 下 桂 造 君 

 委     員    立 川 信 之 君 

 委     員    坂 本 公 司 君 

 委     員    𠮷 田 真樹子 さん 

 委     員    一 瀬 重 隆 君 

 委     員    北 本 将 幸 君 

 委     員    多田隈 啓 二 君 

 委     員    德 村 登志郎 君 

 委     員    西 川 裕 文 君 

 

３．欠席委員（１名） 

 委     員    浜 田 繁次郎 君 

 

４．欠  員（なし） 

 

５．事務局職員出席者 

 事 務 局 次 長    松 野 和 博 君 

 書     記    德 永 優 貴 君 

 

６．説明のため出席した者 

 副  市  長    𠮷 田 勇 人 君 

 教  育  長    福 島 和 義 君 

 総 務 部 長    前 田 弘 信 君 

 教 育 部 長    西 原 正 信 君 

 秘 書 課 長    外 村 靖 国 君 

 財 政 課 長    西 山 誠 一 君 

 住 宅 課 長    西   正 宏 君 

 教育総務課長    木 村 隆 宏 君 

 その他関係職員 

 

午後 １時１７分 開会 

－－－－－－○－－－－－－ 

○委員長（松本憲二君） 皆さん、お疲れさまで

す。全員協議会にそのまま引き続き、予算決算委

員会に移らせていただきます。 

 委員会を始める前に申し上げます。委員会はイ

ンターネット配信をしておりますので、各委員並

びに執行部におかれましては個人情報等の発言に

は十分御注意願います。 

 審査に当たっての発言の際には、必ず挙手をさ

れ、指名いたしますので、委員においては、マイ

クスタンドのボタンを押して氏名を述べられてか

ら、執行部においては、ワイヤレスマイクのス

イッチを入れて所属と氏名を述べられてから御発

言ください。 

 審査の順序、方法については、別紙の議案審査

進行表に従い、補足説明、質疑、委員間討議を行

ない、その後、討論、採決の順序で行ないます。 

 なお、配付しております予算資料を基に行ない

ますが、補足が必要な場合は補足説明をお願いし
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ます。ただし、予算書等の内容は全て審査の対象

であることを申し添えます。 

 また、委員が質疑される場合には、資料の名称

及びページ番号とナンバーをお伝えいただくよう

お願いいたします。 

 それでは、ただいまから予算決算委員会を開会

いたします。 

 本日、予算決算委員会に付託されております案

件は議案１件でございます。 

 それでは、議第９３号専決処分事項の承認につ

いて、専決第１６号令和７年度玉名市一般会計補

正予算（第７号）を議題といたします。 

 執行部からの補足説明はありますか。 

○総務部長（前田弘信君） 総務部長の前田です。 

 補足説明がございますので、教育総務課長より

御説明申し上げます。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。教育総務課から補足説明をい

たします。 

 まず、議案書の１ページをお願いいたします。 

 議第９３号専決処分事項の承認についてでござ

いますが、これは地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき、令和７年度玉名市一般会計補正予

算（第７号）を令和７年１０月３１日付専決第１

６号にて専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により、これを議会に報告し、その承認を

求めるものでございます。 

 それでは、補正予算書の１０ページ、補正予算

資料の１ページをお願いいたします。 

 １０款で、１番の学校規模適正化事業天水中学

校区で１,５２４万円の追加をお願いするもので

ございます。内容といたしましては、天水小学校

建設工事に係る資材費等の高騰に対応するもので

ございます。 

 天水小学校の建設工事につきましては、建築工

事、電気設備工事及び機械設備工事の３種に分け、

分離発注を行なっておりますが、今回、機械設備

工事の入札が不調になったところでございます。

既に建築工事につきましては入札が成立し、工事

請負契約を締結していることから、機械設備工事

の再入札の手続を急ぎ行なう必要があり、設計書

の見直しを行ないましたが、設計額の増額を必要

とし、予算が不足することになりました。 

 １１月後半、市議会改選後の臨時議会、今回で

ございますけれども、が予定されておりましたが、

建築工事に影響を与えないように再入札を直ちに

行なう必要がありましたので、補正予算の増額を

専決処分にて行なったところでございます。 

 なお、分離発注で行なっております電気設備工

事の入札につきましては、１１月７日の開札で落

札者がおり、工事請負契約を締結したところでご

ざいます。 

 今回の補正予算の追加額１,５２４万円の財源

につきましては、小学校施設設備事業債として過

疎対策事業債、充当率１００％、交付税措置率７

０％を活用するものでございます。 

 また、当該事業の関連となりますが、説明書の

中段、第２表債務負担行為補正の変更におきまし

て、天水小学校建設工事につきまして、令和７年

度から令和８年度の２か年にまたがる工事請負契

約の工期であるため、債務負担行為につきまして

も追加変更の設定を行なうものでございます。 

 以上で教育総務課からの補足説明を終わります。 

○委員長（松本憲二君） 今、執行部の説明があ

りました。 

 これより質疑及び委員間討議に入ります。 

 質疑及び委員間討議はありませんか。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけれども。 

 今、補足説明あったと思うんですが、すいませ

ん、そもそも９月補正でたしか一度６,８００万

円ほど上げられて、その後１０月で請負契約のほ

うをされ、それから今回１１月の補正、専決され

たんですけども、まず１つ目、聞きたいこととし

てですね、１０月の請負契約の前の９月の補正が

できた理由というのをちょっと、基本的なところ

だと思うんですが、そこをちょっと少しだけ教え
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ていただければと思います。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 ９月補正におきまして、６,８８５万円の追加

の補正を行なっております。これは、先ほど天水

小学校の建設工事におきまして３種の分離発注を

行なっておりますというふうに説明を申し上げま

したけれども、一番大きい建築工事、こちらの工

事費が不足するということに伴います額の補正で

ございました。 

 今回の補正につきましては、これとは別の種類

の機械設備工事において予算が不足するというこ

とでの提案となっております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども。 

 分離発注の中の今回は機械設備工事ということ

で、そもそも予算立てするときには、本体と電気

と空調というのは、一緒くたにせずに全部一つ一

つで予算を組んでいて、それで予算が不足したら、

その分離の中の３分の１ずつ補正をしていくとい

う認識でよろしいですか。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 基本的に予算につきましては事業で全体くくり

ますけれども、工事請負費でございますので、こ

れ同じ種類の、今回につきましては、天水小学校

建設に係る工事費ということで３種類を予算化し

ておりますので、予算の積み上げ上の積算におい

ては、先ほど申しました３つの種類の工事費を積

算をいたしておりますけれども、全体として工事

請負費という形で予算と捉えております。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども。 

 ということは、大体がっちゃんこという、一緒

くたということですよね。はい。 

 じゃあ、すいません、最後の質問になるんです

けども、大体インフレスライド方式とかでいろい

ろ契約されていかれると思うんですけれども、今

回の対象となっている今回の補正の分というのは、

これは機械設備工事での不足の補正なんですが、

その契約方式というのはどういうふうになってい

るんですかね。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 入札方式でよろしいですか。 

○委員（大野豊重君） いや、入札方式ではな

くって、契約。だから物価高騰等によって、ほら、

インフレスライドでそこを調整かけていくじゃな

いですか。その契約が、今回のこれ、対象になっ

ているのかどうか。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長、

木村でございます。 

 今回の契約の内容には、不調に伴いまして、そ

ういう物価高騰等をですね、加味した形での設計

書の見直しという形でございます。 

○委員（大野豊重君） なら、違うということで

すね。 

○委員長（松本憲二君） いやいや、今、多分大

野委員が言いよんなっとは、入札での応札は多分

あると、ね、あったと。結局その契約内容が、今

後の工事に関して、インフレスライドがそこの契

約内容に入っとるのか入っとらんのかば聞きよん

なるけん、ここは多分契約検査課のとこになっと

やなかつかな。違うだろか。よか、その辺は。契

約内容にインフレスライドが入っとるとか、そこ

ば聞きよんなっとでしょう、大野委員。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。

そのとおりです。 

○教育総務課長（木村隆宏君） この工事もイン

フレスライドの対象工事にはなりますけれども、

現段階におきましては、インフレスライドの部分

を加味しては、入っておりません。 

 以上でございます。 

○委員（大野豊重君） 大野ですけども。 

 それは分かるんですけども、いや、今後この同

じ物件でやる中で、急に物価高騰したときには、
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インフレスライドの対象として調整分を掛けてい

くという内容で、今回はたまたままだそこまでは

来てないよというところで、内部的にそれを加味

したところで、物価高騰に対応していった補正予

算ということでよろしいですかね。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 インフレスライドにつきましては、次年度です

ね、請負業者のほうからの申出がございましたら

対応をするというようなことになりますが、現段

階ではこの予算は、予算上に含まれておりません。

債務負担行為のほうにも含まれておりません。 

○委員（大野豊重君） ありがとうございます。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。すいません。 

 先ほど、電気、建築、この機械工事と、３つに

分けて入札が行なわれているみたいですけど、先

ほどの大野委員の話もあったように、各段階にお

いて物価高騰等による増額というのが行なわれて

いますけども、ちなみにですけれども、大体物価

高騰ということなんで、割合的には大体どの分野

に対しても同じぐらい、まあちょっと金額は違う

と思いますけれども、割合的には同じぐらいだっ

たのかなと。ちょっとお聞きできればと思います

けど。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長の西と申し

ます。 

 ただいまの御質問でございますけれども、既に

もう建築工事については入札書等により増額をし

ながら行なってまいりました。あと、建築の場合

はですね、１３％ほどの上昇で契約に持ち込めた

んですけれども、今回の機械設備工事におきまし

ては、資材と労務単価が急激にこの県内の需要が

増えたがために通常の価格帯よりもやはり市場価

格が上がっているということが、入札を辞退した

業者さんとのヒアリングの中で少し見えてきまし

たので、建築のときの１３％よりは上がって、二

十五、六％までちょっと今回上げているような状

況にあります。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。ありがとうご

ざいます。 

 そういうことになると、例えば建築に関しても

ですよ、今から工事が始まっていって、今おっ

しゃられたように物価高騰、人件費がまだ上がる

可能性もあるわけじゃないですか。そうなってく

ると、そこからまた追加というのもなくもないと

いうことなんでしょうか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 労務単価というのが毎年２月に発表されて、こ

のタイミングで国土交通省さんのほうから、平成

２５年からもう連続して、インフレスライドは該

当しますという通知が来ます。それを受けて県市

も同じように、業者さんのほうからスライド請求

があった場合はその協議に臨むということになっ

ていますので、今の状態ですと、労務単価が５％、

６％も上がるようなお話もありますので、スライ

ド請求が来た場合には協議で増やしていくという

ことですので、また、そのたびごとに予算を増や

す必要というのが生じてまいります。 

○委員（中村慎吾君） 中村です。ありがとうご

ざいました。 

 ということは、また年明け、検討というか、ま

た追加が行なわれる可能性もあるということです

ね。そういう国からの指針の中では仕方がない部

分と思いますけれども、その前の段階で、当市と

して、ある程度、仮に物価高騰をある程度見据え

ていくとか。我々も協議はしますけれども、あま

り追加補正というのは、必要な部分はあると思い

ますけれども、どうしてかなというのが最初に疑

問符として出てくる部分がありますので、やっぱ

りそこら辺は検討等をですね。ちょっとやっぱり

計算の行ない方いろんな形があると思いますけれ

ども、ちょっとそこら辺の対策はちょっと取り組

んでいく必要があるのではないか。今後に向けて

ですね、公共整備というのはまだどんどん続いて

いくと思いますので、ちょっとそこら辺はお願い

したいと思います。 
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 以上です。 

○委員長（松本憲二君） ほかに質疑ありません

か。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 工事の内容と、これ条件付一般競争入札だった

のか、指名だったのか、どういう業者が入ってい

るのか、まずお伺いしたいと思います。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 工事の内容につきましては、機械設備工事とい

う名称でございますが、内容については、小学校

の校舎の給排水工事、衛生器具、トイレ関係周り、

これと、金額的に大きいのは、空調、換気設備、

こちらを全て含めて機械設備工事ということで発

注をしております。 

 以上です。 

 発注については、条件付一般競争入札というこ

とで、金額がもう市のあれを超えてますので、条

件としましては特定建設業を持つ管工事の許可を

持った業者さんですので、県内に広げたところで

の条件付一般競争入札になります。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 条件付の中で、実際何社か参加業者おられたの

か、また、辞退もあったのか、金額は大体幾らぐ

らいの工事だったのか、お伺いしたいと思います。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 入札不調になったときにはですね、入札参加申

込みを出したのが１者と、入札の札を、金額を入

れられる手前でその方が辞退をされたということ

で、そのときの金額は１億４,８００万円程度の

予定価格でございました。 

○委員（多田隈啓二君） 分かりました。 

 その中で、いつ落札されたんですか。その業者、

１億四千幾らで、いつ落札。 

○住宅課長（西 正宏君） 本機械設備工事はで

すね、落札がされてませんので、最終的に辞退を

されましたので、１０月２７日の時点で辞退届を

出されましたので、１１月６日までが入札の期間

だったんですけれども、その手前で辞退届を出さ

れたということです。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 それからすれば、まだ数日しか日にちがたって

ないですよね。その数日の中で、この１,５２０

万円というのはですね、結構積み上がりが高いよ

うな積算になっておりますけど、この物価高騰対

策に伴う増なんですけど、その数日間でそんなに

も物価上がっていくのかという。この積算はどう

やってされたのかお伺いしたいと思います。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 入札の辞退を受けまして、その報告をもらいま

して、その辞退された理由をですね、理由も今い

ろいろ想像されるんですけども、今回については

もう価格帯が合わないと、利益が出ないというこ

とだったんですけども、それを聞くまでは、下請

さんが見つからないとか、そこの現場に技術者の

配置ができないとか、工期が長いとか短いとか、

そういったいろんな要素がございますので、国か

らの通知、県の指導もありますように、入札不調

に至った原因をちょっと探る必要があるというこ

とで、辞退された会社に御連絡をして、内容を聞

き取りをしたと。 

 その後、金額について細かくはですね、聞き取

りはできないんですが、その中で、空調と換気設

備工事について、市の設計金額との乖離幅が

ちょっと広うございましたので、こちらについて

は、当初の見積りを出されたメーカーに直接市の

ほうから連絡をして、今の価格帯がどうなってい

るのかというのを尋ねたところ、市場価格がやは

りすごいことになっていると。これは県内での、

隣の市で大量発注された空調設置工事とか、菊陽

町周辺の大型の工事、こういったもので市場価格

が想定よりもはるかに高くなって、下請さんの金

額も、もう今までのような値段では全くできなく

なっているというふうなことで、そういったとこ

ろで、その辺を加味したところで市が設計をつく

り直したというところでございます。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 
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 行政のやっぱり発注者の責任として、やっぱり

積み上げてきたことから入札は多分行なわれたと

思うんですよね。今の話でいけばですよ、それば

するときのもう積み上げが甘かった、もちろん見

積りをちゃんと取っていたのかという。これだけ

の違いが、乖離するということはですよ、その数

か月で、あんまりないですよ。 

 もっと言えば、その中で専決で行なうというの

もあんまりないんですよね。補正で行なってもで

すよ。 

 だから、そういういろいろ乖離している中で、

自分たちにもやっぱり責任も若干あったと思うん

ですが、その辺についてはどう考えておりますか。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 そうですね、今、建設物価コスト、こういった

刊行物については適時、最新号でですね、更新を

かけているんですけれども、先ほど一番高開きが

あったと申しましたメーカーの見積りの価格につ

いては、正直申し上げて、こういった入札不調が

何度か繰り返したときにしか、まあ過去にほとん

どやってないんですけど、今回の建築工事とこの

２回目ですね、この見積りをさらに全部確認し直

したと。 

 今後については、今こういった市の設計金額を

超えるような市場の上昇がある中ですので、今後

については見積書についても適時、最新の情報を

聞き取りするなどして価格に反映をさせていきた

いというふうに考えております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 物価版で載っている価格はもちろん価格で決ま

りでいいんですけど、やっぱりそういう特殊なや

つは見積りをきちっと取られてですね、やっぱり

発注せんと、こういうですね、補正でも、補正の

また専決みたいな感じでですね。もう確かに時期

が時期なのかもしれない。そこは分かります。分

かりますけど、こういうやり方はどうなのかなと

いう、そこはですね、庁内でももう一回ですね、

しっかり、副市長、協議していただきたいとお願

いしておきたいと思いますとともにですね、もう

一つだけ。 

 その中で、１１月７日に電気設備のほうは入札

されとるじゃないですか。これ応札あっとですよ

ね。１億２,５００万円ぐらいでですね。これは

電気設備には問題ないんですか。そういう見積り

的に乖離があったとか、なかったからこっちはも

うそのままで大丈夫という。そこは大丈夫なんで

すね。 

○住宅課長（西 正宏君） 住宅課長、西です。 

 そうですね、こちらについては、機械設備と違

いまして、契約まで行っております。入札率につ

いても通常の入札になっておりますので。 

 価格の上昇がですね、電気の、学校の照明器具

とかあの辺というのはもう価格帯が落ち着いてい

るというのもございますし、大量に今ＬＥＤへの

取替えはあってますけども、こちらについては、

まだ職人と言われる方も足りているのかなという

ふうに感じております。 

○委員（多田隈啓二君） 多田隈です。 

 ぜひですね、そういう、例えば、３つに分離発

注するとであればですね、やっぱりしっかり全体

的な、もちろんバランスもあります、もちろん工

期もあるんですけど、この事業に関しては工期が

なかなかない中の事業になろうかと思いますけど、

やっぱりですね、あまりですね、補正の専決でい

うとでですね、こんだけの大きな金額というのは、

あまりやり方としてはどうかなと思いますので、

今後ですね、そういう庁内でも考えてもらって、

今後の在り方をしっかり検討しながらですね、進

めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○副市長（𠮷田勇人君） 副市長の𠮷田でござい

ます。 

 ただいまの多田隈委員のほうからですね、御指

摘いただいた分につきましては、設計につきまし

ては、市場単価の動向とかですね、もうちょっと

しっかり見極めながら、適正価格で設計を行ない
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たいと思います。 

 また、今回の専決ということで御指摘いただき

ましたけども、天水小学校がですね、令和９年４

月の開校を目指しております中で、本体工事等の

影響も出てきますので、今回もうやむを得ず一応

専決ということにさせていただきました。 

 今後ですね、当然公共施設を造っていく上では、

適正な価格でですね、質のいい建物を造っていく

必要がございますので、その辺は庁内でも十分協

議、検討しながら進めてまいりたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（松本憲二君） ほかに質疑は。 

○委員（北本将幸君） 北本です。 

 今の空調のところで結構単価が変わってきてい

るという話があったんですけど、この天水の場合、

体育館にも空調ば入れるて予算が立てられとっ

じゃないですか。その辺のところは、もう順調に

行きそうですか。何かまた上がってきたりとかは

なかっですか。天水中のほうとか。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 基本的に今契約をいただいておりますので。状

況はですね、どうなるか分かりませんけれども、

はい。状況は、すいません、分かりません。 

 以上でございます。 

○委員長（松本憲二君） ほかに質疑、委員間討

議はありませんか。 

○副委員長（吉田憲司君） 吉田憲司です。 

 財源の中に財政調整基金があります。この前の

ニュースで、近隣の市ですけど財政調整基金が枯

渇をしているというニュースがありました。 

 玉名市の現在の財政調整基金の残高を教えてい

ただければと思います。 

○財政課長（西山誠一君） 財政課長、西山です。 

 令和６年度末の財政調整基金の残高としては４

０億円ほどになります。 

 細かくは、ちょっとお待ちください。 

 ４０億５５９万円が現在の基金残高になります。 

○副委員長（吉田憲司君） ありがとうございま

した。 

○委員長（松本憲二君） いいですか。 

○副委員長（吉田憲司君） はい。 

○委員長（松本憲二君） ほかに質疑、議員間討

議ありませんか。 

 じゃあ、ちょっと私のほうからよかですか。 

 また、多田隈委員とか大野委員あたりから御指

摘があったんですけど、結局この物価高騰対策と

いうことなんですけれども、この前の８月１０日、

１１日の豪雨災害の一般ごみの置場のときも、前

議員の中尾議員が非常に質問をされたですよね。

１日の日当は幾らかいということで。一番高い人

が１日５万５,０００円ぐらいだと思うんですね。

一番安い人で３万６,０００円って。 

 だけん、全体的に上がっとるていうのももちろ

んある、そしてまた、熊本県の協会と熊本県との

話合いの中で、そういう金額が出たという多分説

明だったと思うとですよね。 

 熊本県内を見てみますと、ＴＳＭＣの第２工場

の建設がもう始まって、非常に今建設ラッシュと

いうことで、熊本は若干今建設バブルになっとる

のかなというふうに私は感じてます。 

 だけん、そういう豪雨災害も、私たちの８月１

０、１１日の前には、鹿児島県の姶良市があって

るじゃないですか。じゃあ、姶良市というか、鹿

児島県はそういう一般廃棄物のときの大体処理費

だったりとかというのは、県自体としては幾らぐ

らいだったのかというのも、県ばまたいでもやっ

ぱり調べる必要があっとかなって思うわけですよ

ね。 

 だけん、結局、うちの場合はＴＳＭＣというふ

うに、世界でナンバーワンの会社が来て、第１工

場よりも倍ぐらいのある、今、建設に入っている

わけですよね。だけん、やっぱり建設会社とか、

そういう資材高騰というのも、物すごい勢いで多

分熊本県内は上がっているのかなと。だけん、
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やっぱりその辺は全体的にもう一回調べる、九州

一円でも大体金額が合ってるのか、その辺はやっ

ぱり。結構、限られた予算内で建設をしていかん

といかんていうのもあるんで、その辺はしっかり

慎重に。 

 もちろんそういう建設に関しては、コンサルタ

ントに一番最初は多分お願いをされるのかなと思

うんですよね。コンサルタントに丸投げじゃなく

て、もう一回コンサルタントから上がってきたと

ころをやっぱり市役所庁内でもう一回試算をする

というなのも、きっちりしたやっぱり体制づくり

というのはきっちりしていただかんと、もうイン

フレスライド、インフレスライド、業者が入札に、

応札に応じらんけん、応札に応じらんけんていう

て全体的に上げていきよったっちゃ、そこは話に

ならんとかなというふうにも思いますので、その

辺は慎重に取り扱っていただきたいのと、それと

先ほど教育総務課長がおっしゃったんですけども、

結局、過疎債を７０％というふうにおっしゃった

んですけども、結局、過疎債だけじゃなくて、そ

の上積みのまた補助金なんかもしっかり見つけら

れた中でしていかれるんですよね。ちょっとそこ

を確認したい。 

○教育総務課長（木村隆宏君） 教育総務課長の

木村でございます。 

 国の交付金でございますが、これは基準がござ

いますので、今現在、天水小学校での増額等あっ

とりますけども、これについてはもう既に基準を

超えてるというところで、その部分以外での財源

として起債を今回は活用したというところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（松本憲二君） 分かりました。 

 ほかに質疑、委員会討議はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松本憲二君） これにて質疑及び委員

間討議を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 議第９１号について討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松本憲二君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。 

 議第９３号専決処分の承認について、専決第１

６号令和７年度玉名市一般会計補正予算（第７号）

については、全員一致をもって承認することに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松本憲二君） 異議なしと認め、さよ

う決定いたしました。 

 以上で、予算決算委員会に付託された案件の審

査は終了いたしました。 

 ここでお諮りいたします。 

 委員長報告の作成については委員長に御一任願

いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（松本憲二君） 異議なしと認め、さよ

う決定いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 これにて予算決算委員会を閉会いたします。お

疲れさまでした。 

－－－－－－○－－－－－－ 

午後 １時５０分 閉会 

 

 

 

 

 

玉名市議会委員会条例第３０条第１項の規定によ

り、ここに署名する。 

 

予算決算委員会委員長     松 本 憲 二 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉 名 市 議 会 委 員 会 記 録 

予 算 決 算 委 員 会 
 

令和７年１１月１８日招集 
 

発行人 予 算 決 算 委 員 長 松 本 憲 二 

編集人 玉名市議会事務局長 二階堂 正一郎 

作 成 株 式 会 社 ア ク セ ス 
     電 話(096)372-1010 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

玉 名 市 議 会 事 務 局 
 

〒865-8501 熊本県玉名市岩崎 163 番地 

電 話(096 8)7 5-1 155 

 


